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令和元年瀬戸市議会９月定例会提出予定議案等の概要  

 

１ 条例及び単行議案関係  

 

第２２号議案  瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の制定について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例制定の理由  

  地方公務員法及び地方自治法が一部改正され、新たに会計年度任

用職員制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する事項を定めるため、条例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア  フルタイム会計年度任用職員の給与（※）について規定す

る。 

         ※給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間

外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当  

  イ  パートタイム会計年度任用職員の報酬（※）について規定す

る。 

※報酬並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報

酬、期末手当  

     ウ  パートタイム会計年度任用職員の通勤及び公務のための旅行

に係る費用弁償について規定する。  

 ⑵ 施行期日等  

   施行期日を令和２年４月１日とし、附則において下記の条例  

の一部改正を行う。  

瀬戸市旅費条例、瀬戸市職員の退職手当に関する条例  

３ 条例制定に係る根拠法令  

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）  

⑵ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

  会計年度任用職員の処遇を定めることにより、一般職の非常勤職

員の任用等に関する制度の明確化につながるもの  
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第２３号議案  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  

担当課・係名  人事課  人事給与係、水道課 管理係、下水道課  施

設係、消防課  庶務グループ  

１ 条例制定の理由  

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律が公布され、地方公務員法の一部改正

がされたこと等に伴い、関係規定を整備するため、瀬戸市条例中所

要の事項を改正するもの  

２ 条例制定の概要  

⑴ 主な内容  

 ア  瀬戸市職員の分限に関する条例、瀬戸市職員の給与に関する

条例、瀬戸市職員の退職手当に関する条例、瀬戸市企業職員の

給与の種類および基準に関する条例の一部改正  

   次の地方公務員法の一部改正に伴う関係条文の改正  

(ｱ) 成年被後見人等は、職員となり、又は競争試験若しくは選

考を受けることができないとする規定の削除  

(ｲ) 職員は、成年被後見人等に該当するに至ったときは、その

職を失うとする規定の削除  

  イ 瀬戸市下水道条例の一部改正  

    指定工事店の工事業者となることができない場合及び責任技術者

として登録を受けることができない者の規定について、「成年被後

見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合（も

の）」から「精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の

事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができない場合（者）」、「破産手続開始の決定を受け

て復権を得ない場合（者）」に改正する。  

  ウ 瀬戸市消防団条例の一部改正  

成年被後見人等は、消防団員となることができないとする規

定を削除する。  

⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日又は令和元年

１２月１４日とし、所要の経過措置を設ける。  
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３ 条例制定に係る根拠法令  

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

成年被後見人等（成年被後見人及び被保佐人）の人権が尊重さ

れ、成年被後見人等であることを理由に不当に差別がされないよ

う、各制度において定められている成年被後見人等に係る欠格条項

その他権利の制限に係る措置の適正化等が図られるもの  
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第２４号議案  瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に

ついて  

担当課・係名  市民課 市民係  

１ 条例改正の理由  

  住民基本台帳法施行令が一部改正され、住民基本台帳に旧氏（そ

の者が過去に称していた氏）の記録が可能となることを考慮し、印

鑑の登録についても旧氏での登録が可能となるよう、条例中所要の

事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア  登録を受けようとする印鑑が一定の条件に該当する場合（氏

名、氏、名、通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせた

文字で表していない場合）は当該印鑑を登録しないものとする

当該条件の中に、住民基本台帳に記録されている旧氏を加え

る。  

 イ 印鑑登録原票に登録する事項に旧氏を加える。  

 ウ 印鑑登録原票に登録する事項から、男女の別を削除する。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を令和元年１１月５日と

する。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  女性活躍推進の観点から、住民基本台帳法施行令の一部改正にあ

わせ、印鑑登録についても旧氏の使用を可能とするもの  
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第２５号議案  瀬戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に

ついて  

担当課・係名  社会福祉課 保護係  

１ 条例改正の理由  

  災害弔慰金の支給等に関する法律が一部改正され、災害援護資金

の償還免除の対象範囲が拡大されたこと等に伴い、条例中所要の事

項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

災害援護資金の償還等について定めた規定の中で引用する、災

害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の文言及び条項に

ついて、法改正後の文言及び条項に改正する。  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）  

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和４８年政令第３７

４号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  災害援護資金の貸付けを受けた者が置かれている状況に鑑み、災

害援護資金の償還免除の対象範囲に新たに破産手続開始の決定又は

再生手続開始の決定を受けたときを加える等、必要な措置を講ずる

もの  
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第２６号議案  瀬戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について  

担当課・係名  こども未来課  こども未来係  

１ 条例改正の理由  

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準省令が一部

改正され、放課後児童支援員認定資格研修を実施することができる

ものとして、新たに政令指定都市が加わることを踏まえ、条例中所

要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

   放課後児童支援員認定資格研修を実施することができるものと

して、地方自治法で規定する指定都市の長を加える（現行は都道

府県知事のみ。）。  

⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６

年厚生労働省令第６３号）  
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第２７号議案  瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの丘中学校

用ＩＣＴ機器一式の買入れについて  

担当課・係名  教育政策課 施設係  

１ 議案提出の理由  

  にじの丘学園用ＩＣＴ機器一式の買入れに当たり、議会の議決を

求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 買入物件  

   にじの丘学園用ＩＣＴ機器一式  

 ⑵ 品名及び件数  

   管理用 MacBook 始め７９件  

 ⑶ 買入価格  

   ５９，４００，０００円  

 ⑷ 買入先  

   名古屋市中区丸の内三丁目１８番２８号  

   教育産業株式会社  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  
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第２８号議案  瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの丘中学校

用図書スペース家具一式の買入れについて  

担当課・係名  教育政策課 施設係  

１ 議案提出の理由  

  にじの丘学園用図書スペース家具一式の買入れに当たり、議会の

議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 買入物件  

   にじの丘学園用図書スペース家具一式  

 ⑵ 品名及び件数  

   両面４段書架始め１８件  

 ⑶ 買入価格  

   ３２，１２０，０００円  

 ⑷ 買入先  

   小牧市新町一丁目４０番地  

   有限会社富田文溪堂  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 9 - 

第２９号議案  瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの丘中学校

給食室調理機器一式の買入れについて  

担当課・係名  学校教育課 学校給食係  

１ 議案提出の理由  

  にじの丘学園給食室調理機器一式の買入れに当たり、議会の議決

を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 買入物件  

   にじの丘学園給食室調理機器一式  

 ⑵ 品名及び件数  

   はかり用置台始め１０９件  

 ⑶ 買入価格  

   ６４，９００，０００円  

 ⑷ 買入先  

   名古屋市瑞穂区明前町１４番５号  

   株式会社アイホー名古屋支店  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  
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第３０号議案  瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

担当課・係名  都市計画課 建築指導係  

１ 条例改正の理由  

  建築基準法の一部改正により、既存建築物について２以上の工事

に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合及び建築物の用途を変更

して一時的に他の用途の建築物として使用する場合における制限の

緩和がされたことに伴い、新たな申請手続に関する手数料を規定す

るため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア  既存の一の建築物について２以上の工事に分けて用途の変更

に伴う工事を行う場合における全体計画認定申請手数料、全体

計画変更認定申請手数料を規定する。  

   １件につき２７，０００円  

 イ  一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料を規定

する。  

   １件につき１２０，０００円  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とし、所要の

経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

既存建築物を用途変更する場合の制限が緩和されたことにより、

既存建築ストックを多様な形で利活用することが可能となるもの  
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第３１号議案  瀬戸市空家等の適正管理に関する条例の制定について  

担当課・係名  都市計画課 建築指導係  

１ 条例制定の理由  

  空家等及びその所有者等へ適切な対策を講ずることにより、空家

等の適正管理を促し、もって良好な生活環境の保全と、市民の安全

で安心な暮らしを守ることができるよう必要な事項を定めるため、

条例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア  条例制定の目的及びこの条例で用いる用語の意義について規

定する。  

イ  空家等の所有者等及び市の責務、市民の役割について規定す

る。 

ウ  市による空家等への立入調査、助言又は指導、軽微な措置、

緊急安全措置について規定する。  

エ  法律の規定による措置命令に従わないときの公表の手続につ

いて規定する。  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例制定に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

  空家等の適正管理に関し必要な事項を明確にすることで、空家対

策事務の円滑化を図ることができるもの  
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第３２号議案  瀬戸市土地区画整理事業助成条例の制定について  

担当課・係名  都市計画課 区画整理係  

１ 条例制定の理由  

  瀬戸市都市計画マスタープランに掲げる多極ネットワーク型コン

パクト構造への転換による都市構造の再構築に向け、都市機能誘導

区域での土地区画整理事業を促進し、健全な市街地形成を図るた

め、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業への助成の仕組

みを定める条例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア 条例制定の目的及び補助対象者を規定する。  

  イ  助成の種類（技術的援助、事業への補助金）及び対象となる

事業を規定する。  

  ウ 技術的援助の内容、申請、決定について規定する。  

  エ 補助金の補助限度額、申請、決定について規定する。  

  オ 調査、助成の取消、剰余金の返還について規定する。  

 ⑵ 施行期日等  

   令和元年１０月１日  

３ 条例制定に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

  条例を制定することにより、今後、本市が助成の対象とする土地

区画整理事業を明確にすることで、都市構造の再構築に向けた取組

を進めていくことができるもの  
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第３３号議案  市道路線の認定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道路線について、以下の８路線を認定するもの  

 ⑴ 中水野１４号線  

 ⑵ 窯町１８号線  

 ⑶ 窯町１９号線  

 ⑷ 矢形７号線  

 ⑸ 若宮１１号線  

 ⑹ 山口６号線  

 ⑺ 上之山１５号線  

 ⑻ 上之山１６号線  
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第３４号議案  瀬戸市下水道事業の設置等に関する条例の制定につい

て  

担当課・係名  下水道課  管理係  

１ 条例制定の理由  

  下水道事業について、地方自治法の規定による特別会計から移行

し、地方公営企業法の規定による財務規定等を適用させるため、条

例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア  下水道事業の設置、財務規定等の適用、経営の基本について

規定する。  

  イ  重要な資産の取得及び処分、議会の同意を要する賠償責任の

免除、議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等について規

定する。  

  ウ 会計事務の処理について規定する。  

  エ 業務状況説明書類の作成について規定する。  

 ⑵ 施行期日等  

施行期日を令和２年４月１日とし、附則において下記の条例  

の一部改正を行う。  

瀬戸市下水道事業に係る基金の設置及び管理に関する条例  

瀬戸市特別会計設置条例  

３ 条例制定に係る根拠法令  

  地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２条第３項及び

第４条  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

  下水道事業に公営企業会計（発生主義・複式簿記）を適用するこ

とに伴い、経営状況のより的確な把握が可能となるもの  
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第３５号議案  瀬戸市都市下水路条例の廃止について  

担当課・係名  下水道課  管理係  

１ 条例廃止の理由  

 瀬戸市都市下水路条例に規定する都市下水路を既に公共下水道に

転用しており、今後も設置する予定がないことから、瀬戸市都市下

水路条例を廃止する必要があるため。  

２ 条例廃止の施行期日  

  公布の日  

３ 条例廃止に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  
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第３６号議案  瀬戸市水道事業給水条例の一部改正について  

担当課・係名  水道課 給水係  

１ 条例改正の理由  

水道法が一部改正され、指定給水装置工事事業者の指定の更新制

（５年）が導入されること等に伴い、条例中所要の事項を改正する

もの  

２ 条例改正の概要  

⑴  指定給水装置工事事業者の指定を更新するときの手数料を規定

する。  

  1 件につき７，０００円  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を令和元年１０月１日と

する。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

水道法（昭和３２年法律第１７７号）  

水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

現行制度では新規の指定のみである指定給水装置工事事業者の指

定に更新制を導入することで、工事を適正に行うための資質の保持

や実態との乖離の防止を図るもの  

 

 

 

２ 予算関係  

 

 第３７号議案 令和元年度瀬戸市一般会計補正予算（第４号）  

  

第３８号議案  令和元年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）  

 

第３９号議案 令和元年度瀬戸市水道事業会計補正予算（第２号）  
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３ 決算認定関係  

 

 認定第１号 平成３０年度瀬戸市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 

認定第２号 平成３０年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決  

算の認定について  

 

 認定第３号 平成３０年度瀬戸市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認  

定について  

 

 認定第４号 平成３０年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計歳入歳出決算の  

認定について   

 

認定第５号 平成３０年度瀬戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の  

認定について  

 

 認定第６号 平成３０年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  

の認定について  

  

認定第７号 平成３０年度瀬戸市水道事業会計利益の処分及び決算の認  

定について  

 

 

 

４ 人事関係  

 

同意第４号 瀬戸市教育長の任命について    （教育部教育政策課）  

瀬戸市教育長の任期満了（令和元年９月３０日）に伴うもの  

 

同意第５号 瀬戸市教育委員会委員の任命について（教育部教育政策課）  

瀬戸市教育委員会委員の任期満了（令和元年９月３０日）に伴うもの  

 

同意第６号 瀬戸市教育委員会委員の任命について（教育部教育政策課）  

瀬戸市教育委員会委員の任期満了（令和元年９月３０日）に伴うもの  

 

同意第７号 瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

（行政委員会事務局）  

瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の任期満了（令和元年９月３０日）

に伴うもの  
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５ 報告関係  

 

報告第１１号 平成３０年度瀬戸市健全化判断比率の報告について  

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率を報

告するもの  

  

報告第１２号 平成３０年度瀬戸市公営企業会計資金不足比率の報告に

ついて  

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

水道事業会計及び下水道事業特別会計の資金不足比率を報告するもの  

 

報告第１３号 専決処分の報告について  

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について、

同条第２項の規定により議会に報告するもの  

 専決年月日  事 故 の 概 要 
損害賠償の額及び  

和解の内容  

１ 
令 和 元 年 

６ 月 １ ８ 日 

令和元年５月２０日ひまわり台５丁目

地内において、相手方普通乗用自動車が

市道を走行中、南山中学校の防球ネット

を 越 え て 飛 来 し た 野 球 の ボ ー ル が 当 た

り、当該車両の屋根が損傷した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金１３６，

４９０円を支払う。  

２ 
令 和 元 年  

７ 月 １ 日 日 

令和元年６月１２日萩山小学校駐車場

において、相手方小型乗用自動車付近で

用務員が作業中、作業袋を当て、当該車

両のバンパーが損傷した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金１３，６

８４円を支払う。  

３ 
令 和 元 年  

７ 月 ８ 日 日 

令和元年５月３０日道泉小学校ごみ置

き場前において、塵芥収集車が後退した

際、相手方小型乗用自動車に接触し、当

該車両のナンバープレートが損傷した物

損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金１０，８

００円を支払う。  

４ 
令 和 元 年  

７ 月 ２ ９ 日 日 

令和元年５月２４日穴田町地内におい

て、教育政策課の小型貨物自動車が県道

路肩に停車中、後方から相手方普通貨物

自動車に追突され、市の車両が損傷した

物損事故  

相手方は、瀬戸市

に対し、金３１８，

８００円を支払う。  
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５ 
令 和 元 年

８ 月 ８ 日  

 令和元年７月２２日幡山町地内におい

て、立入検査のため水槽付消防ポンプ自

動車を相手方敷地内で後退させた際、雨

水桝の蓋を車両で踏み抜き、当該蓋が破

損した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金５，４０

０円を支払う。  

 

 

６ 提出関係  

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、出資法人等について

経営状況を説明する書類を提出するもの  

 

 ⑴ 平成３０年度瀬戸市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出

について  

 

⑵ 平成３０年度公益財団法人瀬戸市開発公社の経営状況を説明する書

類の提出について  

 

⑶ 平成３０年度瀬戸まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の

提出について  

 

⑷  平成３０年度公益財団法人瀬戸市文化振興財団の経営状況を説明

する書類の提出について  
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参考資料第３７号～第３９号議案

１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

　・分担金及び負担金 　・地方特例交付金

　・使用料及び手数料   ・繰越金

　・寄附金

　・諸収入

２　一般会計

(1) 主な内容 （単位：千円）

一般管理（印鑑登録システム改修）

公共交通維持・活性化

小中一貫校整備

キャリアスクールプロジェクト推進

東京２０２０オリンピック聖火リレー

上記のほか、幼児教育・保育の無償化に伴う補正

(2) 繰越明許費

河川・排水路整備事業

３　特別会計

(1) 介護保険事業特別会計

平成３０年度の国庫支出金等の精算による返還金、介護保険給付準備基金積立金及び高額医療合算介護サービス費の増額による補正を行うもの。

４　企業会計

穴田町外地内配水管滞留水対策設計業務委託費の追加による補正を行うもの。

令和元年度　　９月補正予算（案）概要

当　　初 ３月補正 ５月補正 ６月補正 ９月補正 E　　の　　財　　源　　内　　訳 補正後予算額
対前年同期比

A B C D E 国・県支出金 市　　債 そ　の　他 一般財源

153,939

A+B+C+D+E

一　 般　 会　 計 41,740,000 250,445 ▲ 90,169 168,658 261,474 163,750

1,699 27,055,939

104.1%

特　 別　 会　 計 26,902,000 0 1,504

89.8%

229,353

27,293

97.4%

24,024

253,625 42,330,408 109.2%

150,736 10,143,939

▲ 155,901

にじの丘学園に通学する児童・生徒に対する通学支援の方法が決定し
たことに伴い、当初予算で計上したスクールバス購入経費等を減額
し、新たに路線バス停留所の整備に係る経費を計上するもの。

住民基本台帳法施行令等の改正に伴い、住民票に併記される旧姓が印
鑑登録証明書にも記載されるようにシステム改修を行うもの。

財　　源　　内　　訳

▲ 79,380

3,574

1,540

国・県支出金

150,736

1,699介 護 保 険 事 業 9,990,000 0 153,939 1,504

企　 業　 会　 計 3,528,545 8,147 23,100

403,437 72,946,139

目　的　及　び　内　容

24,272

合　　　計 72,170,545 250,445 ▲ 90,169 176,805 ▲ 130,178

市　債

103.4%

▲ 107,388

一般財源そ の 他

▲ 924 3,559,792

438,513 165,254 0

教 育 費

▲ 32,108

6,000

136 136

２０２０年４月に行われる本市での聖火リレーに向けて、式典等の準
備を行うもの。

乗換え拠点の形成とバス路線のハブ化を推進するため、公立陶生病院
敷地内に新たに整備されるバスロータリーに基幹バスやコミュニティ
バスのバス停等を整備するもの。

6,000

愛知県教育委員会からの委託を受け、幡山西小学校においてキャリア
教育の視点を取り入れた体験学習に取り組み、保護者や地域と連携し
たキャリア教育を推進するもの。

7,300

▲ 32,108

総 務 費

土 木 費

区　　分 事　　業　　名 補 正 額

1,540

7,300

－26－　　　　　　　.



参考資料認定第１～７号

(単位：円）

歳 入 総 額 歳 出 総 額 実質収支額

水
道
事
業
会
計

平成３０年度　会 計 別 決 算 状 況

0
春 雨 墓 苑 事 業
特 別 会 計

下 水 道 事 業
特 別 会 計

22,969,000

収 益 的 収 入
及 び 支 出

歳 入 歳 出
差 引 額

37,169,351,569

9,673,914,612

24,348,680

28,876,605

38,864,345,057

3,629,673,468

9,333,99209,333,9921,766,056,280

616,537,245

1,497,127,717

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

1,694,993,488

1,775,390,272

翌 年 度 へ
繰り越すべき
財 源

12,301,697,524

会　 計　 名

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険
事 業 特 別 会 計

00

197,865,771

2,775,041,937

10,290,451,857

457,039,3860457,039,38611,844,658,138

28,876,605

1,835,179

593,568,245

－－－1,535,326,729

－－

680,677,858
資 本 的 収 入
及 び 支 出

－2,317,908,672

26,183,8593,603,489,609

後期高齢者医療
特 別 会 計

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計
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参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　髙明 H25.10.1 H29.10.1 R3.9.30

寺田　康孝 H28.10.1 H28.10.1 R2.9.30

二宮  あづさ H28.10.1 H28.10.1 R2.9.30

中根　志保 H30.10.1 H30.10.1 R4.9.30

佐野　嘉崇 H27.10.1 H27.10.1 R1.9.30

林　みゆき H27.10.1 H27.10.1 R1.9.30

公平委員会委員（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

日比　剛 H22.12.15 H30.12.15 R4.12.14

小池　雄三 H27.7.6 R1.7.6 R5.7.5

中嶋　若菜 H29.9.30 H29.9.30 R3.9.29

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　繁紀 H14.1.22 H29.1.22 R2.1.21

水野　牧美 H16.12.21 H28.12.21 R1.12.20

矢野　幹三 H22.10.1 H28.10.1 R1.9.30

加藤  和守 H27.4.1 H30.4.1 R3.3.31

瀧本　友子 H29.1.20 H29.1.20 R2.1.19

伊藤　昌幸 H26.7.25 H28.12.21 R1.12.20

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　多喜雄 H25.7.1 H29.7.1 R3.6.30

伊藤　勝朗 H22.10.1 H30.10.1 R4.9.30

戸田　由久 R1.5.14 R1.5.14 R5.4.30

監査委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和元年８月１３日現在

教育委員会委員（任期４年）

固定資産評価審査委員会委員（任期３年）
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参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

勝谷　哲次 H20.10.1 H28.12.24 R2.12.23

前野　宏衞 H27.7.9 H28.12.24 R2.12.23

戸田　千里 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

上川　和子 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

人権擁護委員（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大橋　久美子 H10.3.1 H31.4.1 R4.3.31

野田　真澄 H17.7.1 H29.10.1 R2.9.30

伊藤　良三 H18.10.1 H30.10.1 R3.9.30

加藤　光昭 H29.4.1 H29.4.1 R2.3.31

畔栁　俊雄 H20.4.1 H29.4.1 R2.3.31

矢野　友子 H22.4.1 H31.4.1 R4.3.31

藤本　明伸 H22.7.1 H28.7.1 R1.9.30

今井　順子 H23.7.1 H29.10.1 R2.9.30

中島　富士子 H24.10.1 H30.10.1 R3.9.30

横江　俊次 H25.4.1 H31.4.1 R4.3.31

髙島　惠子 H27.10.1 H30.10.1 R3.9.30

　※人権擁護委員法第９条ただし書の規定による職務期間を含む。

副市長（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

青山　一郎 H27.6.16 R1.6.16 R5.6.15

教育長（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

横山　彰 H31.2.20 H31.2.20 R1.9.30

選挙管理委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和元年８月１３日現在
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参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

井上　幾夫 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

小澤　早由里 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　卓夫 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　基 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　安清 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

小林　晃久 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

作石　正太郎 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

武田　晴光 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

藤井　義廣 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

松原　清 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

山田　泰司 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

横道　厚子 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

農業委員会委員（任期３年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和元年８月１３日現在
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく瀬戸市の健全化判断比率等の報告（概要） 

 

１ 平成３０年度瀬戸市健全化判断比率の報告について （第１１号） 

 
健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準 内容 

実質赤字比率 － 12.16% 20.00% 
標準財政規模に対して、一般会計等の当該年度の

赤字額が占める割合 

連結実質赤字比率 － 17.16% 30.00% 
標準財政規模に対して、瀬戸市の全会計の当該年

度の赤字額が占める割合 

実質公債費比率 0.7% 25.0% 35.0% 
標準財政規模に対して、瀬戸市の全会計と一部事

務組合が支出した公債費が占める割合 

将来負担比率 － 350.0%  
標準財政規模に対して、瀬戸市の全会計と一部事

務組合、土地開発公社等の負債が占める割合 

 

２ 平成３０年度瀬戸市公営企業会計資金不足比率の報告について （第１２号） 

 
公営企業会計 資金不足比率 経営健全化基準 内容 

資金不足比率 

水道事業会計 － 

20.0% 
公営企業ごとの事業規模に対して、資金不足額が

占める割合 
下水道事業特別会計 － 

 

参
考
資
料
報
告
第
１
１
号
、
第
１
２
号

 


